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（参考２）  

主な用語の定義 

 

 

１ 常用労働者 

①期間を定めずに、又は１か月を超える期間を定めて雇われている者 

②臨時又は日雇労働者で、調査日前の２か月の各月にそれぞれ１８日以上雇われた者 

２ 正社員 

常用労働者のうち、雇用期間の定めのない者であって、パートタイム労働者などを除

いた、いわゆる正社員をいう。 

３ 非正社員 

常用労働者のうち、上記正社員以外の人をいう（「嘱託」、「契約社員」、「パート

タイム労働者」又はそれに近い名称で呼ばれている人など）。 

４ ＯＦＦ－ＪＴ 

業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）のことをいい、

例えば、社内で実施（労働者を１ヵ所に集合させて実施する集合訓練など）や、社外で

実施（業界団体や民間の教育訓練機関など社外の機関が実施する教育訓練に労働者を派

遣することなど）が、これに含まれる。 

５ ＯＪＴ 

日常の業務に就きながら行われる教育訓練のことをいう。直接の上司が、業務の中で

作業方法等について、部下に指導することなどがこれにあたる。 

６ 計画的なＯＪＴ 

日常の業務に就きながら行われる教育訓練のことをいい、教育訓練に関する計画書を

作成するなどして教育担当者、対象者、期間、内容などを具体的に定めて、段階的・継

続的に教育訓練を実施することをいう。例えば、教育訓練計画に基づき、ライン長など

が教育訓練担当者として作業方法等について部下に指導することなどが、これに含まれ

る。 

７ 自己啓発 

労働者が職業生活を継続するために行う、職業に関する能力を自発的に開発し、向上

させるための活動をいう（職業に関係ない趣味、娯楽、スポーツ健康増進等のためのも

のは含まない。）。 

８ 職業能力評価 

職業に必要となる技能や能力の評価のうち、会社組織が独自に作成した評価基準や業

界団体で作成した評価基準、あるいは、既存の各種資格に基づいて評価が行われている

ものをいう。 

９ 教育訓練休暇 

労働者が、教育訓練に活用できる休暇をいう。 

１０ キャリア・コンサルティング 

労働者が、その適性や職業経験等に応じて自らの職業生活設計を行い、これに即した

職業選択や能力開発を効果的に行えるようにするための専門的な相談のことをいう。 

１１ 職業生活設計 

労働者が、その適性、職業経験等に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のた

めの取組について計画することをいう。 


